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１．事業者 

（１）法人名 有限会社 一陽 

（２）法人所在地 群馬県邑楽郡大泉町住吉５４番１１号 

（３）電話番号 ０２７６－６３－８６００ 

（４）代表者氏名 代表取締役 田中 和子 

（５）設立年月 平成１４年７月５日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 介護予防通所介護相当サービス  

（２）事業の目的 要支援状態等である利用者が、その有する能力に応じ、可

能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができ

るよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心し

て日常生活を過ごすことができるよう、介護予防通所介護

相当サービスを提供することを目的とします。 

（３）事業所の名称 デイサービス リハビリ館 

（４）事業所の所在地 群馬県邑楽郡大泉町富士 3丁目 2番 18号 

（５）電話番号 ０２７６－４７－３５３５ 

（６）事業所長（管理者）氏名 橋本 亜希子 

（７）当事業所の運営方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介

護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関

係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス

等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態等の軽

減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防の

ため、適切なサービスの提供に努めます。 

（８）開設年月 平成３０年１月１日 

（９）利用定員 １５人 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   大泉町近辺 

 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日(12月 31日から 1月 4日は除く）  

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 ９：００～１２：１０  １３：３０～１６；４０ 
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４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従業者の種類 員数 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

１．事業所長（管理者） 1  1   

２．介護職員 5 1 1 1 2 

３．生活相談員 4  1  3 

４．看護職員 1  1   

５．機能訓練指導員 2  1 1  

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

＜サービスの概要＞ 

① 送迎 

  送迎を必要とする利用者に対しご自宅から事業所までの送迎サービスを提供します。 

② 健康管理 

  利用者の体温、血圧、脈拍測定等や全身状態の把握を行います。 

③ 機能訓練 

機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要 

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。  

  ④ 生活相談 

    利用者及び利用者の家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行いま 

す。 
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＜サービス利用料金＞（令和６年４月１日現在） 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費

額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご利用者の

要介護度に応じて異なります。） 

※利用者負担額（原則として負担割合証に応じた基本利用料の１割から３割の額） 

（１）第一号通所事業・介護予防通所介護相当サービスの利用料      

利用者の 

要介護度 
基本利用料 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

事業対象者 

要支援１ 
1,798単位 1,798円 3,596円 5,394円 

事業対象者 

要支援２ 
3,621単位 3,621円 7,242円 10,863円 

 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利

用料を書面でお知らせします。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額

を変更します。 

（２） 利用料金のお支払い方法 

・サービス利用料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月１５日までに請求書を利用者に送付しま

す。利用者はこれを翌月末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。 

  ・１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金

額とします。 

（３） 利用の中止、変更、追加 

 ○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新

たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日ま

でに事業者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

６．サービス提供における事業者の義務 

 事故発生時及び緊急時の対応について 

  ① 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連 

絡を行うとともに、関係諸機関と連携の上、必要な措置を講じます。 
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  ② 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際しての処置等について記録・保管し、内 

    容を十分に検討して原因を解明し、再発防止に努めます。 

 

７．守秘義務等 

  ① 事業者及びサービス従事者は、サービスを提供する上で知り得た契約者及び 

代理人等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契 

約の終了した後も継続します。尚、サービス従事者の退職後も雇用契約で取決め、継続 

します。 

  ② 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関す  

   る心身等の情報を提供できるものとします。 

  ③ 前二項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業所等との連携を図るなど正 

   当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文章により得た上で、 

   契約者等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

８．損害賠償について 

  事業所の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償 

いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者

の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる

場合があります。事業者はこれを担保するために損害保険に加入します。 

 

９．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付担当者  橋本 亜希子 

○ 苦情受付責任者  橋本 亜希子 

    ○ 受付時間     平日 8：30 ～ 17：30（土・日曜 12/31～1/4除く） 

    ○ 連絡先      ℡ 0276-47-3535  Fax 0276-47-3536 

（２）行政機関その他苦情受付機関 (2024.4.1現在) 

大泉町役場  

高齢介護課 

所在地  群馬県邑楽郡大泉町吉田 2465 

電話番号 ０２７６（６３）３１１１（代表） 

群馬県国民健康保険 

団体連合会 

所在地  群馬県前橋市元総社 355番地 8 

電話番号 ０２７（２９０）１３１９（代表） 
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令和   年   月   日 

 

介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。本書２通を作成し、契約者、身元保証人が署名捺印のうえ、契約者、事業者が各１通

を保有するものとします。 

 

 

事業者 事業者名 有限会社 一陽 

    住  所 群馬県邑楽郡大泉町住吉 54番 11号 

    代表者名 代表取締役 田中 和子 

 

事業所 事業所名 デイサービス リハビリ館 

説明者   氏名               印 

 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意し、

本書面の交付を受けました。 

 

 

 契約者      氏名                 印 

 

身元保証人    氏名                 印 

 

 

本人が署名できないため、本人の承諾を得て代理署名をしました。 

 

          代理署名人              印 続柄        

 

 

 

 

 

 


